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１．工事請負契約から工事完成までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札・見積執行

契 約 締 結 工事請負契約約款 

（入札後 7日以内） 

工程表（契約後 14 日以内） 

工事カルテ作成・登録 

下請負人の通知等 

県外建設資材購入通知等 

現場代理人等通知 

主任（監理）技術者等略歴書 

建退共掛金収納書 

（契約後１ヶ月以内）

施工計画書着 工 前 打 合 せ 工事測量

（契約後 30 日以内） 

工 事 着 手

（準備工事含む）

 

施 工 体 制 台 帳 

施 工 体 系 図 

(下請契約ありの

場合金額 3000 万

以 上 ) 

 

施 
 

 
 

 
 

 
 

工 

 

報告・協議・指示 

（必要に応じ） 
事故又は天災そ 

の他による損害 

が あ る 場 合 

 

 

◎損害状況報告 

（ 事 故 発 生 後 

  遅 滞 な く ） 

 

変 更 指 示

施工計画の変更

中 間  検 査 

既 済 部 分 検 査

施 工 計 画 の 変 更 

契約変更に係る甲乙協議 

変 更 契 約 締 結  

契約変更する場合 

完 成

完 成 検 査

引 渡

請負代金請求

請負代金支払

完成届・完成写真 

（完成届受理後 14 日以内） 

検査の結果を書面で通知 

目的物引渡書 

請求書 

（請求書受理後 40 日以内） 

施工管理等 
工程管理 

品質管理 

写真管理 

材料確認書 

段階確認書・立会書

品質証明 

工事履行報告書 

 

その他 

三 者 検 討 会  

適 

宜 

適 

宜 
出来形管理 
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２．主任（監理）技術者等 

2.1 一般 

主任（監理）技術者は、建設業法第 26 条（主任技術者及び監理技術者の設置等）及び工事請負契約約

款第 10 条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていな

ければならない。 

 また、建設業法第 26 条第３項において、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する

施設もしくは工作物に関する重要な建設工事（工事１件の請負代金額が 2,500 万円（建築一式工事は 5，

000 万円）以上のもの）については、主任（監理）技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなければな

らないと規定されている。 なお、監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

る者又はこれと同等の資格を有する者であること。又「専任の者」とは、その工事現場に常勤し、専ら

職務に従事することを要する者である。 

 現場代理人については、工事請負契約約款第 10 条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、当該工

事現場に常駐しなければならないとされている。 

 工事現場におくべき主任（監理）技術者の資格は、下記のとおり規定されている。 

 

2.2 建設業法に規定されている監理技術者、主任技術者の資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 主任技術者 

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負工事の金額の大小

に関係なく、工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして、必ず現場に「主任技術者」を置かなけ

ればならない。（建設業法第２６条第１項） 

※建築工事一式の場合は 4,500 万円 
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2.4 監理技術者 

  （１）監理技術者等の職務 

監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理そ

の他の技術上の管理および施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければ

ならない。 

  （２）監理技術者の配置 

          次のような場合には、元請業者が当該工事現場に専任で配置すべき監理技術者は、「監理技術

者資格者証」の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

のうちから選任しなければならない。（建設業法第２６条第３項、第４項） 

        ①  公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重

要な建設工事を直接請け負い、 

        ②  かつ、そのうち 3,000 万円（建築一式工事の場合は 4,500 万円）以上を下請契約して工事

を施工する場合 。 

  （３）監理技術者資格者証の携帯 

         元請業者が当該工事現場に専任で配置する監理技術者は、元請業者と直接的かつ恒常的な雇

用関係にある者で、「監理技術者資格者証」の交付を受けた者の中から選任しなければならない。

選任された監理技術者は、資格者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは資格

者証を提示しなければならない。 

        （平成２０年１１月２８日より、建設業法の一部が改正され、専任の監理技術者を配置する場

合、いわゆる民間工事にも監理技術者資格者証、講習修了証が必要となった（従来はいわゆる

公共工事のみ必要）） 

 

2.5 現場代理人 

  （１）発注者から直接工事を請負い、工事を施工する場合は、必ず工事現場に工事請負契約約款第 10

条に定める「常駐の現場代理人」を置かなければならない。 

  （２）現場代理人は、工事の施工上支障ない場合にあっては、主任技術者（又は監理技術者）を兼務

して差しつかえない。 

 

2.6 現場技術者等の腕章の着用 

 （１）現場における責任の自覚と意識の高揚、並びに現場作業員及び一般住民からみた責任者の明確

化を目的として実施する。 

 （２）対象者は、現場代理人と監理技術者または主任技術者とする。 

 （３）腕章の仕様は下記のとおりとする。また、着用箇所は腕の見易い場所を原則とする。 

なお、腕章の他に名札も着用することが望ましい。 

  （４）現場代理人が監理技術者又は主任技術者を兼務する場合は現場代理人の腕章を着用する。 

 

現場代理人 
 

監理技術者 
 

主任技術者 

     黄色地に黒文字      白地に黒文字       白地に黒文字 
                                     ※文字は、３ｃｍ程度     

９ｃｍ程度
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2.7 留意事項 

 （１）配置予定技術者の変更について 

    建設工事の施工の確保を阻害する恐れがあることから、監理技術者等の工事途中の交代は原

則認められませんが、監理技術者の死亡、傷病または退社等、真にやむを得ない場合のほか、

次の場合等がある。（国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」） 

①受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工事が

延長された場合  

     ②橋梁、ポンプ、ゲートの工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行

する時点  

     ③ダム、トンネル等の大規模の工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合 

いずれの場合であっても、発注者と受注者から直接請け負った建設業者との協議により、交

代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等

の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工

事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認

められることが必要である。 

 

（２）監理技術者等の専任期間 

    発注者からの直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で設置

すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる機関について

は工事現場への専任は要しない。だだし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げ

る期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。 

（国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」） 

    ①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（※１） 

（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間） 

②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に

一時中止している期間 

③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが

行われている期間 

④工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、事務手続、

後片付け等のみが残っている期間（※２） 

 

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するた

め、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で

他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同

一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。 

※１ 現場施工に着する日が確定していない場合は、請負契約締結後、監督員との打合わせ

において定める。 

※２ 検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者へ通知した日とする。 

 

詳細は、平成 21 年 6 月 30 日付け国総建 74 号 国土交通省総合政策局建設業課長通知 

「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」を参照。 
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３．施工体制 

3.1 総則 

建設業法第 24 条の 7により施工体制台帳および施工体系図の作成が請負者に義務づけられ、建設業法

施行規制の改正により平成 7年 6月 29 日により実施されている。 

また、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律第 13 条により、受注者請負者が作成し

た施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならないとされている。 

 

3.2 施工体制台帳・施工体系図 

  詳細は、次頁の「施工体制台帳の作成等について」「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」

および「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置について」を参照のこ

と。また、「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領（国官技第 70 号、国営技第 30 号大臣官

房技術調査課長、大臣官房営繕技術管理室長）」では、記載すべき内容として、一次下請負人となる警

備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期を定めている。 



土工工事施工管理の統一事項 
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土木工事施工管理の統一事項 
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土工工事施工管理の統一事項 
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